
道路維持管理業務委託  特記仕様書 

 

第１条 （主旨） 

本特記仕様書は、流山市（以下、「委託者」という。）管理の道路が常時良好な状

態に保たれるよう、受託者が道路維持管理業務（以下「本業務」という。）遂行のため

に必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 （目的） 

本業務は、委託者が所管する道路の破損等の不具合や要望相談等（以下「要望

相談等」という。）に対し、受託者が道路維持に関する業務を代行し、道路行政の質

の向上に資することを目的とする。 

 

第３条 （適用） 

本業務の対象は以下のとおりとする。 

 

表－１ 受託者の業務範囲 

業務項目 業務内容 

巡回業務 定期巡回、現場確認、現場撮影 

清掃業務 

道路清掃 

歩道清掃 

側溝、雨水桝の汚泥除去 

除草 

放置自転車の回収 

交通安全施設等管理業務 

道路反射鏡の維持管理 

案内標識の維持管理 

その他交通安全施設の維持管理 

補修・修繕業務 
道路管理課が管理している道路等の損傷

箇所の補修・修繕 

災害対応業務 災害対応 

交通障害、緊急対応業務 
倒木、伐採、剪定 

雪害対策・対応 

占用物件管理業務 
不法占用物の対応の支援 

不法投棄の対応 

コールセンター業務 市民からの要望相談受付 

要望相談対応業務 要望相談への対応 



その他 

業務計画書の作成 

業務報告 

引継ぎ作業 

 

（１） 本業務の対象 

委託者が管理する市道および道路附属物（橋梁、道路標識（道路規制に関する

ものを除く）等）を対象とし、表－１の内容を遂行することとする。また、緊急時や委

託者からの指示があった際は速やかに対応する。 

なお、判断しがたい内容や疑義がある場合については、速やかに委託者へ報告

し指示を仰ぐこと。 

 

（２） 道路の不具合通報及び要望相談等の受付 

１）受託者は市民からの管理道路に関する要望相談等の受付業務を行い、対応状

況及び結果を電子メール等により委託者へ報告する。受付時には要望相談等

の対応の可否に関わらず、理解が得られるよう誠実かつ丁寧に対応を行わな

くてはならない。 

２）電話受付は、市内局番の電話番号を代表電話として使用する。その際、代表番

号の電話回線を２回線以上用意し、複数の情報提供者からの同時通報に対応

可能な体制を整えなければならない。また、通報内容確認のため、通話録音機

能を備え付けることとする。 

３）インターネット受付は、メールアドレスを用意する。 

  アドレスについては独自ドメインのものを使用する 

４）上記の電話回線及びインターネットでの対応が可能な設備投資等に資する経

費は、受託者が負担する。 

5）独自のホームページを作成し、問い合わせフォームを利用した問合せを可能と

する。 

6）受託者は上記の受付窓口を市民に周知するために広報活動を行う。 

 

（３） 巡回点検の点検項目 

路面の陥没、穴、段差、わだち、ひび割れ、破損、凍結の有無等について点検を

実施する。また、縁石類の不良や落下物の有無、交通安全施設の破損などについ

て点検を行い、通行の支障となると判断される場合、受託者において修繕等の必

要な措置をとること。なお、対応状況及び結果を監督員へ連絡すること。 

なお、判断基準は「表―2現行管理業務の管理水準」に準拠することとする。 

 

（４） 夜間・休日作業の実施 



受託者は土日祝日及び夜間に定期巡回を実施する。定期巡回中に要望受付等

が実施できるようにコールセンターも配置する。なお、夜間・休日作業はともに月

当り１件を行うものとする。 

 

第４条 （業務全体の管理水準） 

業務全体の管理水準は以下のとおりとする。  

（１） 基本方針  

本業務における業務実施の基本方針は、次のとおりとする。  

１） 安心・安全の確保  

利用者及び周辺住民の利用における安心・安全を確保する。  

２） 質の高いサービス水準の確保   

市の美しい環境を維持し、快適で質の高いサービス水準を確保する。  

３） 持続可能性の確保  

流山市公共施設等総合管理計画の主旨を踏まえ、コストを最適化し、中長

期的に持続可能な管理を行う。  

 

（２） 現行管理業務の管理基準  

受託者は現行（機動班）と同等以上の安全性が得られるよう管理を行わなけ

ればならない。なお、現行と同等以上の安全性は、次の「表―２ 現行の管理業務

の管理水準」に基づき適切な管理状態が保たれているか判断を行うこととする。  

  

表－2 現行管理業務の管理水準  

施設  箇所  分類  現行管理業務の管理基準  

道路  

 ・  

市有通路  

 ・  

橋りょう  

路面及び

附属施設  

補修  該当箇所を要因とし、利用者が通常想定される利

用範囲内で利用をしたときに、利用者の身体及び

財産に著しい影響を与える可能性がある場合に対

応すること。（事故の発生が想定される場合など）  

清掃  定期的な清掃（除草）を基本とし、緊急的な対応は、

次の場合に行うこと。  

・支障物により、通行に著しく支障がある場合 

（事故の可能性がある場合など）。  

・通行者の身体及び財産に著しい影響を与える場



合。 

・民有地に樹木等が越境している場合。 

その他  市の管理業務以外については、各所有者及び管理

者が対応すること。  

道路反射

鏡  

修繕  次の場合に、修繕を行うこと。  

・通行に著しく支障がある場合。  

・通行者の身体及び財産に著しい影響を与える場

合。  

・施設の寿命を著しく短くする恐れのある場合。  

その他  市の管理する道路反射鏡以外については、所有者

及び管理者が対応すること。  

その他  利用状況管理  次の場合、是正や勧告などの支援を行うこと。  

・利用者が、施設に損傷や汚染を与えている場合。

また、その恐れがある場合。  

・施設の一部または全部を無断で占用している場

合。  

・営業活動を行う者がある場合。  

・その他、通常想定される範囲内で他の利用者の

通行を妨げる場合や、施設上で利用者の治安を

乱す行為がある場合。  

 

第５条 （本業務の内容及び範囲） 

本業務の内容及び範囲は以下のとおりとする。 

（１） マネジメント業務の業務内容及び範囲 

   １）業務計画書の作成 

受託者は、仕様書に基づき、本業務の業務計画書を作成すること。また、業務計

画書には、巡回や清掃計画等の計画や緊急時の対応等、業務実施に必要な事項

を含めるものとする。  

（ア） 受託者は委託契約締結後速やかに業務計画書を作成し、作業内容、受

託者による実施体制等で構成して委託者と協議のうえで承認を受ける。  

（イ） 業務計画書には、次の内容を含めることとする。  



① 各業務の作業計画  

仕様書を基に、各業務における具体的な作業計画を記述する。  

② 産業廃棄物等処理計画  

   産業廃棄物の処分先など具体的な作業計画を記述する。  

２）業務報告書の作成  

委託者との情報共有を図るため、次の業務報告を行う。  

（ア） 日常報告通報や要望相談等を受け付けた内容を一覧にまとめ、日報と

して報告する。  

また、作業中に緊急性の高い報告事項があった場合は、速やかに（閉

庁日の場合は、あらかじめ定める緊急連絡体制に準ずる。）委託者へ報

告しなければならない。  

（イ） 定期報告  

① 定例会議  

・月１回、受託者は、委託者と定例会議を開催する。  

・出席者は、委託者並びに受託者の総括責任者及び副総括責任者とす

る。なお、事情により出席できない場合は、代理者が出席できるもの

とする。  

          ・定例会議の開催にあたり、受託者は、委託者と日程及び開催場所を調 

           整する。  

・定例会議では、作成した「定期報告書」を用いた月ごとの業務実施状 

況報告、情報共有、課題解決等を行う。なお、定例会議開催日の翌日 

から１０日以内に議事録を作成し、委託者に提出し承諾を得る。  

②  報告書の提出  

定期報告書の電子データは、毎月の定例会議の３日前までに委託者

へ提出しなければならない。また、定期報告書を紙に出力したものにつ

いて、事前に委託者が指定する部数を定例会議当日に提出するものと

する。  

③ 定期報告書の内容  

定期報告書は、次の内容を含むものとする。なお、件数で報告するも

のは、グラフ化するなど分かりやすく表示する。  

・前回の定例会議の打合せ議事録  

・業務報告（日報）  

・巡回中発見対応、要望相談等対応件数内訳（年度及び月別、累計及



びその内容）ただし、要望相談用件数は、委託者の件数と比較するた

め、電話対応のみで作業を終了したもの、現地に確認したところ該当

物がなかったもの、作業対象外のもの及び委託者が巡回中に発見し

たものは件数から除外するものとする。（ただし、受託者が電子データ

として保管すること。）  

・実績額管理表（月別及び累計）  

・月間業務計画表（前月、当月、来月）  

・その他委託者が指示する事項  

３） 完了報告書の作成 

① 実績額管理表、業務報告（日報）、巡回中発見対応・要望相談受付対

応等の各作業報告の内容を各業務項目に整理した完了報告書を毎月

作成し、委託者へ提出する。  

② 完了報告書は、紙に出力したもの（カラー印刷）を委託者へ一部提出す

る。また、完了報告書の電子データについては、委託者の指定する方法

により提出する。  

③ 履行期間終了時に業務の状況をまとめた委託業務完了報告書を委

託者に内容の確認を受けて提出する。提出方法等については、委託

者が別途指示する。 

  

（２） 巡回業務の業務内容及び範囲 

1) 定期巡回  

（ア） 定期的に対象区域内の道路巡回を実施し、損傷、不法投棄などの状況を

確認し、必要に応じ対応可能な処置を行う。また、道路巡回実施時に対応

を行う必要があった場合は、場所や時間を確認するとともに内容や状況

を写真等で記録し、委託者が使用している管理システムに入力及び別紙

パトロール実施報告書を作成して委託者と情報共有を図る。  

（イ） 重大な事象の発生を未然に抑えること及び要望相談の抑制、課題の抽

出、解決策の検討に資する管理情報の収集などを目的として巡回を行う

こと。  

2) 緊急巡回  

（ア） 災害や事故等の発生時に対象区域内の緊急巡回を実施し、損傷などの

状況を確認し、即時対応可能な処置を行う。 ただし、強風等の二次災害

の恐れがある場合は、受託者の判断で安全確保を行うこと。 



（イ） 次の場合には、緊急巡回を実施すること。その際は、倒木のほか、道路利

用に支障がない事を合わせて確認する。  

① 道路陥没、倒木、台風、大雨、強い地震、降雪、強風等の発生時  

② 委託者の要請時（主に、事故や緊急の要望相談等の発生時）  

③ 地域からの通報や要望相談時  

④ その他、必要と認められる場合  

（３） 清掃業務の業務内容及び範囲 

1) 道路清掃（除草）  

対象区域の道路、側溝等について、機械又は人力で清掃作業を行い、道

路の円滑な通行に支障がないよう、適切な清掃（除草）を実行しその機能と

衛生状態を確保する。  

また、作業は、次の事項を踏まえて行わなければならない。  

（ア） 道路上に通行を妨げる落下物がある場合は、速やかに委託者に対応方

法を確認し、その指示に従うものとする。  

（イ） 道路上に動物の死骸がある場合、流山市クリーンセンターへ対応要請の

連絡をする。  

（ウ） 放置自転車がある場合、委託者へ対応要請の連絡をする。  

（エ） 放置原動機付自転車及び自動車がある場合、流山警察署へ対応要請の

連絡をする。  

（オ） 道路清掃に使用する車両は、あらかじめ委託者に届けた車両を使用しな

ければならない。その際、承諾を受けた車両の車検証（写し）を添付す

る。なお、受託者は、作業開始予定を事前に委託者に連絡する。また、変

更が生じる場合は速やかに連絡する。  

（カ） 緊急時の作業時期は、台風や大雨、暴風のあとや落葉時期を想定する。  

（キ） 収集したごみ・土砂等は速やかに流山市クリーンセンター及び森のまち

エコセンターに運搬処理する。  

（ク） 落葉清掃も対象とする。（森のまちエコセンターに処分する。）  

（ケ） 汚物等の処理対応は、通行人等に十分注意し飛散防止措置等を講じて

適切に処理する。  

2) 歩道清掃  

対象区域の歩道について、機械又は人力で清掃作業を行い、利用者の

円滑な通行に支障がないよう適切な清掃を実行しその機能と衛生状態を確



保する。  

また、作業は、次の事項を踏まえて行わなければならない。  

（ア） 作業上障害となるものは、事前に取り除き、清掃後復元する。  

（イ） 作業区域内から発生したゴミ、缶、瓶、ペットボトル等は速やかに収集・分

別し、適切に流山市クリーンセンターへ処理する。運搬処理する際は、積

載したゴミ等が飛散しないよう十分注意する。 

（ウ） 緊急時の作業時期は、台風や大雨、暴風のあとや落葉時期を想定する。  

（エ） 落葉清掃（花弁、果実等）も対象とする。  

3) 雨水桝及び側溝の汚泥除去対象区域の道路の雨水桝及び側溝につい

て、清掃作業を行う。  

また、雨水桝及び側溝の汚泥清掃は、次の事項を踏まえて行わなければ

ならない。  

（ア） 路面が冠水することがないよう清掃し、その状態を保つものとする。  

（イ） 収集したごみ・土砂等は速やかに運搬し適切に処理する。  

４) 除雪  

対象区域の道路について、積雪があった場合は、除雪を行う。また、対象

区域の位置及び優先度は、別紙「除雪作業対象箇所」に示す。  

 

（４） 道路反射鏡・案内標識・管理業務の業務内容及び範囲 

市所有の道路反射鏡（カーブミラー）・案内標識・警戒標識等の維持管理を

行う。対象は、業務計画書を作成する前に、委託者に確認する。また、委託者

保有のインフラマネジメントシステムの更新に必要な情報収集に協力する。  

なお、倒壊等、通行者等に危険性があると判断した場合は、直ちに委託者へ

連絡し、指示を仰がなければならない。  

1) 道路反射鏡（カーブミラー）  

（ア） 調整  

通報や要望相談があった場合及び巡回時等に発見した場合は、視認

性に支障ないように状況を確認し、次の場合には角度の調整を行う。  

① 道路反射鏡へ反射する対象の道路、対象物を映していない場合  

② 道路反射鏡へ反射する対象の道路、対象物が見えにくくなっている場

合  

（イ） 清掃  

通報や要望相談があった場合及び巡回時等に発見した場合は、視認



性等に支障ないように状況を確認し、次の場合には清掃を行う。  

① 鏡面が汚れて、見えにくくなっている場合  

② 支柱や金具類が汚れている場合  

（ウ） 破損・不具合等  

次のような破損や不具合等を通報や要望相談があった場合及び巡回

中等に発見した場合は、状況等を確認し速やかに対応又は報告を行う。  

① 鏡面が変形、破損している場合  

② 鏡面が曇り、清掃しても曇りが取れない場合  

③ 支柱及び取付金具にさびが発生し、変形することが想定される場合  

④ 支柱に凹み、曲がり、変形がある場合  

⑤ 金具類に曲がり、変形がある場合  

⑥ 埋込部にぐらつきがある場合  

⑦ 管理番号及び取付部品等が外れている場合  

（エ） 移設・建替  

移設・建替は、委託者と実施方法や実施日時等を調整し行う。 

 

（５） 補修・修繕業務の業務内容及び範囲 

1) 損傷個所の補修・修繕  

巡回中及び通報等により発見、確認した舗装及び付属施設の軽微な損傷

の補修・修繕対応を次のとおり行う。なお、店舗や自動車駐車場等の出入口

における舗装や側溝等の損傷箇所は除くものとする。  

（ア） 道路の円滑な通行に支障がないよう、舗装やグレーチング等の道路付属

施設の軽微な損傷に対して、補修・修繕を行う。  

（イ） 参考  

現状の補修内容等は、次のとおりである。  

① 道路及び付属施設の損傷に係る補修  

・損傷箇所の発見及び住民からの通報後、補修が必要なものについて

は速やかに施工する。  

② 次の場合には、緊急的に補修を行う。  

・車道：舗装の剥離  

（参考値）車道上及び横断歩道上幅５ｃｍ程度の範囲を超えるもの  

・歩道：舗装材の破損で、車椅子やベビーカーの利用に障害がある場合  

（参考値）２ｃｍ程度の段差を超えるもの  



・側溝：破損等により、車椅子やベビーカーの利用に支障がある場合  

（ウ）その他、委託者が指示する損傷箇所の補修・修繕等  

委託者が指示する作業内容や方法等は現地確認等を行い、疑義があ

る場合は速やかに委託者と協議する。  

２） 現地処理作業の必要判断及び実施  

対応が必要であると判断した場合は、次のとおり実施する。  

（ア） 「表２現行管理業務の管理基準」を基に実施する。  

（イ） 現地で安全性に問題があることを確認した場合は、即座に注意喚起

を行い、１営業日以内に対応する。また、天候等により対応や作業が困難な

場合は、安全性を十分確保したうえで、速やかに委託者に連絡し実施日時

を協議調整する。  

 

（６） 災害対応業務の業務内容及び範囲  

1) 対象施設の災害対応  

       市内で災害が発生する恐れがある場合の事前対応、災害が発生した場合の 

災害対応を行う。災害の定義は、流山市地域防災計画によるものとする。  

なお、本業務における大雪は、積雪１０ｃｍ以上とする。  

※「流山市地域防災計画」  

「流山市地域防災計画」における災害の定義は、「災害対策基本法」

第２条第１号に基づき、「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、

高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他異常な自然現象又は大規模な

火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類す

る政令で定める原因により生ずる被害」（以下「災害等」という。）とする。  

2) 事前巡回の実施  

災害が発生する恐れがある場合、過去に倒木や冠水が発生した対象施

設について、特に事前巡回確認を行い、予め危険要因の除去、軽減などの

対応を行う。 

また、対応箇所については、委託者に報告する。  

3) 災害緊急巡回の実施  

災害が発生した場合には、災害緊急巡回を実施する。巡回においては損

傷などの状況を確認し、施設の被災場所、被災時刻、被災内容等の状況に

ついて、自らの安全を確保したうえで、速やかに委託者へ報告する。  

（ア）現地処理作業の必要判断及び実施  

② 「流山市地域防災計画」で想定する災害が発生した場合は、市災害対策



本部からの要請に基づき、委託者の指示により現地状況確認の場で対

処可能な応急作業を実施する。  

③ 災害等が予測される場合は、事前に委託者と協議を行う。  

④ 災害等が予測される場合、即時対応できるように必要な人員、資機材等

を準備し待機する。  

⑤ 流山市が各種災害警報の対象区域に含まれた場合は、災害対応業務に

より、道路等の対象施設が使用不能、通行不能となる状態とならないよ

う対応する。  

⑥ 受託者は自らの安全を確保したうえで、利用者が安全に利用できない

状態であることが明らかである場合は、受託者の判断により危険に関す

る注意喚起を行い、その後速やかに委託者へ報告し指示を受ける。  

(イ) その他  

① 災害対応業務で想定していない事象が発生した場合は、別途委託者よ

り指示する。  

② 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた流山市新型インフル

エンザ等対策行動計画等により、委託者から指示がある場合は、委託

者と受託者が協議を行い対策、対応を行う。  

③ 対象区域の道路等について、豪雨があった場合は、点検及び必要な対

応を行う。 

 

（７） コールセンター業務の内容及び範囲 

1) 利用者から対象施設の不具合の通報及び要望相談等の受付業務を行う。

また、受付を行った要望相談等を委託者へ連絡、伝達等を行うとともに電子

メールにより委託者に報告する。  

（ア） コールセンター業務を行うにあたり、電話及びインターネットを活用した受

付業務を行う。また、要望相談の対応状況や報告の情報共有及び作業・

業務効率化のため、委託者が導入する道路維持管理システムに対応可

能な機器を用意する。  

（イ） 受付業務は、平日及び休日祝日に関わらず２４時間受付しなければなら

ない。  

（ウ） 要望相談等の内容が、「道路維持管理業務委託の対象外で、かつ委託者

が対応すべき内容である場合」は、委託者へ即時引継ぎを行う。  



（エ） 要望相談等の内容が、「道路維持管理業務委託の対象外で、かつ市が対

応すべきでない内容である場合」、対応すべき機関（国、県、警察、民間、

その他）を案内（電話番号や機関名等）する。なお、判断に迷う内容の場

合は、委託者に相談・確認し案内等を行う。  

（オ） コールセンター業務は、要望相談等の対応の可否に関わらず、利用者の

理解を得られるよう誠実かつ丁寧に対応を行わなくてはならない。  

（カ） コールセンターの設置箇所は流山市内に設置しなければならない。 

2) 要望相談等の対応  

（ア） 電話受付は、通報者及び要望相談者の氏名・住所・連絡先、内容・場所・

発生時間等、対応に必要な事項。  

（イ） インターネット受付は、受託者が用意した任意様式を用い、通報者及び要

望相談者の氏名・住所・連絡先、内容・場所・発生時間等、対応に必要な

事項を記載する。  

3) 要望相談等の報告  

（ア） コールセンター業務は、受付記録及び完了・対応を行った各業務項目に

ついて、業務項目ごとに分類した日報報告書を作成し、毎月末に委託者

へ電子データ等で報告する。 

4) 受託者の負担  

（ア） 電話受付は、市内局番の電話番号を代表電話として使用する。また、通

報者からの電話が通話中にならないように電話回線を２回線以上（電話

番号は公表しない。）用意し、代表電話と代表組を行い、複数同時通話を

可能としなければならない。  

（イ） インターネットでの受付のため、市ホームページ上にメールアドレスを掲載

する。なお、受付の様式は委託者が作成する。  

（ウ） 電話回線及びインターネットでの対応のために設置する次の機器等の調

達、設置にかかる経費は、受託者が負担する。  

（エ） アナログ電話回線引き込み工事  

① 受注者事務所内配線工事  

② アナログ電話回線使用料（基本料金・通話料・その他費用）  

③ 電話機（自動録音装置付）  

④ 電話交換機（任意）  

⑤ 不在転送装置  



⑥ その他必要な機器  

（オ）  インターネット回線工事  

① 受託者事務所内配線工事  

② 回線使用料（基本料金・通話料・その他費用）  

③ ONU・ルーター等通信機器  

④ Ｗｉ－Ｆｉ通信用機器等（任意）  

⑤ その他必要な機器 

５） その他  

（ア） 本業務対象外の場合、対応している機関等の紹介、案内等を行う。 

 

（８）  要望相談対応業務の内容及び範囲 

市内の通報や要望相談、委託者からの連絡等に関する対応を行う。  

１） 要望相談等の対応  

本事業の業務項目に関する利用者からの要望相談等について対応す

る。  

（ア）コールセンターが受付し伝達された要望相談等は、本事業の業務であるこ

とを含め詳細な内容を現地等で確認する。また、委託者からの連絡等に関

する対応も同様とする。  

（イ）本事業の対象内外の対応の可否に関わらず、利用者の理解を得られるよ

うな誠実かつ丁寧な対応を行わなければならない。  

２）  要望相談箇所の現地状況確認  

（ア）現地の状況を迅速に把握し、必要に応じて委託者へ報告する。  

（イ）現地確認時に利用者が安全に利用できないことが明らかな場合は、危険

に関する注意喚起を行う。  

３） 現地処理作業の必要判断及び実施  

（ア）対応可能日時を検討し、当日対応可能な場合は、速やかに作業を実施する。  

（イ）即時対応が必要と判断した場合または即時対応が可能と判断した場合

は、安全に十分配慮し、作業を実施する。  

（ウ）安全性に問題があることを確認した場合は、注意喚起を行い、１営業日以内

に対応する。また、天候等により対応や作業が困難な場合は、安全性を十分

確保したうえで、速やかに市担当者に連絡し実施日時を協議調整する。  



（エ）「第４条（２）現行管理業務の管理基準 表－2 現行管理業務の管理水

準」を基にし、施設の安全性が保たれているか否かを判断し、安全性が保

たれない場合は早急に対応を実施する。  

 

（９）  占用物件管理業務の内容及び範囲 

1) 不法占用物対応の支援  

不法占用物を発見した場合は、現地を確認のうえ、次の内容を迅速に委

託者へ報告する。  

（ア） 不法占用者が特定できる場合には、不法占用者の情報  

（イ） 不法占用物の内容及び状態  

（ウ） 現況写真（近接、遠景等、状況が分かるもの。）  

2) 不法投棄の現地状況確認及び原状回復  

対象区域内の不法投棄の現地状況を確認し、原状回復を行う。  

（ア） 不法投棄者が把握できる場合は、流山市環境政策課に引き継ぐものと

する。  

（イ） 不法投棄者が把握できない場合は撤去を行う。なお、車、バイク、自転車

等については、委託者へ相談する。 

 

（１０） 法定外公共物管理業務の内容及び範囲 

対象地区の法定外公共物等の管理業務を行う。  

1) 管理業務  

法定外公共物等の破損及び汚損、土石・汚物等の堆積、雑草の生長、不

法投棄等により、保全または利用に支障をおよぼす恐れがある場合は、そ

れらを防止するための作業を行う。なお、使用している水路は除くものとす

る。  

2) 管理作業の参考例  

法定外公共物等の管理作業の参考例を次のとおり示す。  

（ア） 草刈、除草  

（イ） 剪定、伐採  

（ウ） 簡易舗装  

（エ） 投棄物処理  

（オ） フェンス塗装  



（カ） ポストコーン設置  

（キ） 車止め設置  

（ク） 単管パイプ柵設置  

（ケ） 注意表示板設置  

３）  法定外公共物等の現地状況確認  

法定外公共物等の破損及び汚損等の状況を迅速に把握し、明らかに安全

性に問題がある場合は、安全性を確保し注意喚起を行い、速やかに委託者へ

連絡しなければならない。  

４） 現地処理作業の必要判断及び実施  

対応が必要であると判断した場合は、次のとおりとする。  

（ア）「表２現行管理業務の管理基準」を基に実施する。  

（イ）安全性に問題があることを確認した場合は、注意喚起を行い、即日対応

する。また、天候等により対応や作業が困難な場合は、安全性を十分確保した

うえで、速やかに委託者に実施日時を連絡する。  

（ウ）不法占用及び不法投棄に該当する作業は、「（９）占用物件管理業務の要

内容及び範囲」の作業として実施する。  

 

第６条 （措置） 

受託者が受付けた要望相談事項および巡回点検中に発見した事項及び委託者か

らの指示については、次により処理するものとする。 

（１）通常時における措置 

巡回点検中に、車両通行の支障となる道路上の損傷を発見した場合、安全確保

のうえ、応急処置を行う。また、委託者からの指示及び受付業務からの要望相談

があった場合、市道における支障箇所の応急処置のほか、道路附属物である側溝

等の補修や清掃等、草木の伐採、交通安全施設の維持管理を交通安全上の危険

防止のため迅速な対応をする。また、作業においては機動班と協力及び連携して

対応にあたること。 

 

（２）点検・措置結果の記録・報告・データベース化 

巡回点検、通常及び緊急措置を実施した場合、現地において点検あるいは措

置の内容と結果をＡ４サイズの用紙一枚程度に記録するものとし、その記録を委

託者が提供する道路維持管理システムを用いて位置情報とともにデータベース化

し、受託者及び委託者双方が常時閲覧できるような環境を構築すること。 

 



第７条 （業務の実施） 

業務の実施期間、実施日・業務時間は、次のとおりとする。 

（１）業務の契約期間は、契約締結日の翌日から開始し令和９年７月３１日までとし、業務の

実施期間は、令和７年８月１日から令和９年７月３１日までとする。なお、契約締結日の翌

日から業務実施期間開始日までを業務準備期間とし、業務準備に係る費用は受託者が

負担することとする。 

（２）業務の実施日は月曜日から金曜日までの週５日間（土、日、祝日を除く）を原則

とする。ただし、コールセンター業務については、緊急時の連絡に対応できるよう

に２４時間受付できる体制にすること。 

（３）業務の実施時間は午前８時３０分から午後５時１５分（休憩６０分間を含む）まで

を原則とする。ただし、コールセンター業務については、緊急時の連絡に対応でき

るように２４時間受付できる体制にすること。 

 

第８条 （巡回業務実施要領） 

業務の実施の実施要領については、次によるものとする。 

（１）巡回点検及び措置は、区域の交通事情等に配慮して実施することとし、 巡回点

検コースは、実施前に委託者と協議する。 

（２）車両による巡回点検は、運転員及び道路維持管理員、機動班の複数名で 実施

する。 

（３）車両の走行速度は、法定速度の遵守とする。 

（４）巡回点検中に沿道住民及び道路利用者より苦情等があった場合は、十分 丁寧

な対応を行い、対応結果を委託者に随時報告する。 

（５）巡回点検の実施に際しては、事前に委託者と打合せを行い、巡回点検 ルート

の路線特性、地域特性を十分理解し、実施する。 

（６）委託者から要請があった場合には適宜打合せを実施する。 

 

第９条 （使用車両） 

使用車両については、次によるものとする。 

（１）巡回点検あるいは通常・緊急措置に使用する車両等は、受託者で用意する。 

（２）使用車両は乗車定員６名、最大積載質量７５０㎏の中小型トラックを計上してい

る。 

（３）業務に必要な燃料、消耗品（ウィンドウウォッシャー液、洗車用品等）については、

受託者の負担とする。 

（４）道路維持管理員は、車両の運転前点検を実施し、適宜洗車等を行うものとする。 

（５）自動車保険は、受託者の負担により次の各号に掲げる担保種類について、当該

各号に掲げる金額の自動車損害賠償保険契約を締結すること。なお、本項におい



て受託者が契約を締結する自動車保険は、運転者年齢条件、限定運転手の条件

等はつけないものとし、道路維持管理員以外の者が車両を使用した場合において

も保険の適用が可能なものとする。なお、受託者は保険契約締結後、速やかに保

険証書の写しを委託者に提出すること。 

１）対人賠償 無制限 

２）対物賠償 無制限 

３）搭乗者賠償 ５００万円以上 

４）自損保険査定額 

５）特装車保険 

 

第１０条 （道路維持管理員等） 

本業務に配置する道路維持管理員については、次によるものとする。 

（１）道路維持管理員は「道路維持管理員名簿」に記載したものでなければならない。

なお「道路維持管理員名簿」は、契約後速やかに委託者に提出し、承諾を得るこ

と。 

（２）「道路維持管理員名簿」の登録人数は、委託者と協議すること。 

（３）道路維持管理員は、道路関係工事の実務経験を有し、かつ普通自動車免許を

保持するものとする。 

（４）道路維持管理員は、受託者の請求により委託者が発行する身分証明書を携帯

し沿道住民及び道路利用者から要請があった場合にはこれを提示すること。 

 

第１１条 （監督員） 

本業務で定める監督員については、次によるものとする。 

（１）道路管理課長、道路管理課長補佐、係長、担当監督員 

（２）受託者が行う契約上の権限の行使または義務の履行、協議及び報告等につい

ては、担当監督員に対し行うものとし、担当監督員が不在または欠けた場合は係

長に対して行い、係長が不在または欠けた場合は課長補佐に対して行い、課長補

佐が不在または欠けた場合は課長に対して行うものとする。 

 

第１２条 （提出書類） 

  受託者は、業務の実施にあたっては、以下に掲げる書類を委託者が指示する日

までに必ず提出するものとし、内容に変更等が生じた場合は、早急に委託者と協

議し承諾を得ること。また、手続きが必要な場合は、速やかに行うこと。 

（１） 業務計画書（任意様式） 

（２） 主任技術者選任届 

（３） 請負代金内訳書 



（４） 業務報告書（任意様式） 

（５） 定期報告書（任意様式） 

（６） 完了報告書（任意様式） 

（７） 道路維持管理員名簿（任意様式） 

（８） その他、発注者の指示するもの 

 

第１３条  （関係法令、行政計画・要領・基準類）  

（１） 適用法令など 

１） 受託者は、本業務の実施にあたり、契約書を遵守しなければならない。  

２） 受託者は、本業務の履行に必要な関係各法令及び市行政計画・要領・基準

類を遵守しなければならない。また、関係法令及び市行政計画・要領・基準類

の改正等については、最新の法令等を遵守するものとする。  

  

（２） 関係法令  

本業務実施に関わる主な関係法令は、次のとおりである。  

１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）  

２） 道路法施工令（昭和２７年法律第 479号） 

３） 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号） 

４） 道路交通法（昭和３５年法律１０５号） 

５） 河川法(昭和３９年法律第１６７号)  

６） 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)  

７） 消防法(昭和２３年法律第１８６号)  

８） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

９） 環境基本法（平成５年法律第９１号）  

１０） 高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号） 

１１） 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

１２） 悪臭防止法（昭和４６年６月法律第９１号） 

１３） 大気汚染防止法(昭和４３年法律第９７号)  

１４） 騒音規制法(昭和４３年法律第９８号)  

１５） 振動規制法(昭和５１年法律第６４号)  

１６） 労働安全衛生法(昭和４７年法律第５７号)  

１７） 建設事業に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（平成１

２年法律第１０４号)  

１８） 資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）（平成３年法律第４８

号） 



１９） エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）(昭和５４年法

律第４９号)  

２０） 公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成１２年法律

第１２７号)  

２１） 千葉県環境保全条例（平成７年３月施行）  

２２） 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律３１号）  

（新型インフルエンザ等対策政府行動計画、千葉県新型インフルエンザ等対

策行動計画、流山市新型インフルエンザ等対策行動計画） 

２３） 流山市道の構造の技術的基準を定める条例  

      ２４） 流山市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

を定める条例 

２５） 流山市道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例 

２６） 流山市自転車の放置防止に関する条例 

２７） その他関連法令・施行規則等  

  

（３） 行政計画・要領・基準類  

本事業の実施に関わる主な行政計画・要領・基準類は、次のとおりである。  

１）「流山市総合計画」（令和２年４月 流山市）  

２）「流山市総合計画 実施計画（令和５年度版）」 

３）「流山市公共施設等総合管理計画」（平成２７年８月 流山市）  

４） 「道路構造令の解説と運用」（平成２７年６月 公益社団法人 日本道路協会） 

５） 「道路維持修繕要綱(改訂版)」（昭和５３年７月 公益社団法人 日本道路協

会）  

６） 「道路橋示方書・同解説Ⅰ～Ⅴ」（平成２４年４月 公益社団法人 日本道路

協会） 

７） 「コンクリート道路橋設計便覧」（平成６年２月 公益社団法人 日本道路協

会）  

８） 「コンクリート道路橋施工便覧」（平成１０年１月 公益社団法人 日本道路協

会） 

９） 「コンクリート標準示方書設計編」（２０１２年度制定 公益社団法人 土木学

会） 

１０） 「解説・河川管理施設等構造令」（平成１２年１月 公益社団法人 日本河川

協会） 

１１） 「道路土工要綱」（平成２１年７月 公益社団法人 日本道路協会）  

１２） 「舗装設計施工指針」（平成１８年２月 公益社団法人 日本道路協会） 



１３） 「舗装性能評価法」（平成２５年４月 公益社団法人 日本道路協会）  

１４）「舗装調査・試験法便覧」（平成１９年６月 公益社団法人 日本道路協会）  

１５）「道路緑化技術基準・同解説」（平成２８年３月 公益社団法人 日本道路協会） 

１６）「土木構造物設計ガイドライン」（平成１１年１１月 建設省）  

１７） 「土木構造物設計マニュアル（案）土木構造物・橋梁編」（平成１１年１１月 建設

省）  

１８) 「建設省制定土木構造物標準設計」（一般社団法人 全日本建設技術協会） 

19) 「道路橋補修便覧」（公益社団法人 日本道路協会）  

20) 「道路橋補修・補強事例集」（平成２４年３月 公益社団法人 日本道路協会 

21)  「橋梁定期点検要領（案）」（平成３１年２月 国土交通省）  

22) 「道路橋定期点検要領」（平成３１年２月 国土交通省）  

２３） 「道路橋伸縮装置便覧」（昭和４５年４月 公益社団法人 日本道路協会）  

２４） 「防護柵の設置基準・同解説」（平成２８年１２月 公益社団法人 日本道路

協会） 

２５） 「視線誘導標設置基準・同解説」（昭和５９年１０月 公益社団法人 日本道

路協会） 

２６） 「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（国土交通省道路局長

通知、平成１８年３月３１日） 

２７） 「千葉県土木工事共通仕様書」（千葉県） 

２８） 「千葉県建設リサイクル推進計画２０１６」（平成２３年６月 東京都） 

２９） 「流山市橋梁長寿命化修繕計画」（平成３０年３月）  

３０） 「流山市自転車の放置防止に関する条例施行規則」 

３１） その他、関連要綱・各種基準等 

 

第１４条 （見積金額） 

      本業務で定める見積金額については、次によるものとする。 

（１） 見積金額は、本業務に係る総額（税抜き）を記載すること。 

（２）受託者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなけれ

ばならない。ただし、５）の場合においては、履行保証保険契約締結後、直ちにそ

の保険証券を委託者に寄託しなければならない。 

 １）契約保証金の納付。 

 ２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。 

 ３）この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行

又は委託者が確実と認める金融機関等の保証。 
 ４）この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。 



 ５）この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険

契約の締結。 

 

第１５条 （完了報告及び検査等） 

  本業務で定める完了報告及び検査等については、次によるものとする。 

      （１）受託者は、業務の全部又は一部（業務が可分のものに限る。）を完了したとき

は、遅滞なく書面により委託者に届け出なければならない。 

（２）委託者は、（１）の規定による届け出があったときは、その日から１０日以内に 

検査を行わなければならない。 

（３）受託者が前項の検査に合格した場合において、委託者に引き渡すべき物件が

あるときは、直ちに委託者に引き渡さなければならない。 

（４）（２）の検査の結果不合格となり、修正又は再実施を命ぜられたときは、受託者

は、遅滞なく当該修正又は再実施を行い、再検査を受けなければならない。この

場合においては、（３）の規定を準用する。 

 

第１６条 （委託料の支払い） 

      本業務で定める委託料の支払いについては、次によるものとする。 

    （１）委託料の支払いは、分割払いにて行うものとする。 

（２）受託者は、第１５条（２）、（４）において準用する場合を含む。の検査に合格した

ときは、（１）の支払区分に従い、委託料の支払いを請求することができる。 

（３）委託者は、（２）の規定により受託者からの適法な請求があったときは、請求書

を受理した日から３０日以内に委託料を支払わなければならない 

 

第１７条 （秘密の保持） 

受託者が貸与する資料に記載された個人情報及び業務に関して知り得た個人 

情報は委託者の許可無く第三者へ漏らしてはならない。また、「委託先における個

人情報の取扱いに関する特記仕様書」を導守すること。 

 

第１８条 （その他） 

本特記仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、受託者と委託者

間で 協議し定めるものとする。 

 

第１９条 （問い合わせ先） 

本仕様書に係る問い合わせ先は以下のとおりとする。 

 

 〒２７０－０１９２ 

 流山市平和台１丁目１番地の１ 

 流山市役所 土木部 道路管理課 道路補修係 



 ＴＥＬ ０４－７１５０－６０９３ 

 ＦＡＸ ０４－７１５０－２８６２ 

 メール dourokanri@city.nagareyama.chiba.jp 
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委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書  

 

１  本特記仕様書の趣旨等  

（１）本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する

場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるも

のである。  

（２）本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約

款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。  

（３）本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容（個人情報の

取扱いに係る部分に限る。）と相違するときは、個人情報の取扱い

に当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載

内容を優先して適用する。  

（４）本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第６号の用語を除

き、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）において使用する用語の例による。  

（５）本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先を

いう。  

（６）前号の規定にかかわらず、第１１項の規定により２以上の段階に

わたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書にお

いて、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける

委託先をいう。  

 

２  契約当事者の責務  

  本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。次の各号に掲

げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。  

（１）特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合  番号法第３０

条第１項又は第３１条第１項の規定により一部の規定が適用され

ず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法  

（２）ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合  

流山市情報セキュリティポリシー（平成１５年４月２８日策定）及

びその実施手順  
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３  個人情報の保有の制限  

  乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人

情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。 

 

４  不適正な利用の禁止  

  乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、

又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個

人情報を利用してはならない。  

 

５  適正な取得  

  乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個

人情報を取得してはならない。  

 

６  正確性の確保  

  乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知

り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければな

らない。  

 

７  安全管理措置  

  乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人

情報の漏えい、滅失又は毀損（以下この項において「漏えい等」とい

う。）の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切

な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。  

（１）管理責任者（本契約の履行に当たって委託先が保有することとな

る個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。）及び必要に

応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報

の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。この場合におい

て、管理責任者（作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。）

を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。  

（２）個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に

掲げる事項を書面（電磁的記録を含む。以下同じ。）にて記録して

おくこと。ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取
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扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。  

  ア  甲から個人情報の提供を受けた記録（記録項目（氏名、住所、

生年月日等をいう。以下同じ。）、受領日、受領者氏名等）  

  イ  本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録（記録項

目及び収集開始日等）  

  ウ  個人情報の複製又は複写（以下「複製等」という。）の記録（個

人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項

目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等）  

  エ  個人情報の持出による使用記録（個人情報を記録した帳票名又

はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人

の数、理由、使用者、管理責任者の承認等）  

  オ  個人情報を甲に返却した記録（個人情報を記録した帳票名又は

ファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職

員氏名等）  

  カ  個人情報の廃棄記録（個人情報を記録した帳票名又はファイル

名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等）  

（３）次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外

に持ち出してはならないこと。  

  ア  訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して

業務を行うことが本契約の目的である場合  

  イ  ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。  

（４）前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のと

おり盗難又は紛失の防止策を講ずること。  

  ア  持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。  

  イ  電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に

個人が特定できないように暗号化等すること。  

  ウ  移送時の体制を明確にすること。  

（５）次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。  

  ア  個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠

管理するなど盗難対策を講じること。  

  イ  個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正

プログラム対策、データ損失対策等を講じること。  

  ウ  個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する
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こと。  

（６）本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキ

ュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。  

 

８  従事者の義務  

  本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人

情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな

らない。従事していた者についても同様とする。  

 

９  漏えい等の報告等  

  乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当

該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれが

あるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、

甲の指示に従わなければならない。本契約の終了後又は解除後におい

ても同様とする。  

 

１０  利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止  

  乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い

知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、

又は提供してはならない。  

 

１１  再委託の制限  

  乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務（個人

情報を取り扱う部分に限る。）の一部を第三者（乙の子会社（会社法

（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社を

いう。）である場合を含む。）に委託してはならない。この場合にお

いて、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託

先に遵守させることを条件に付するものとする。  

 

１２  複写又は複製の禁止  

  乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い

知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。  
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１３  個人情報の廃棄及び媒体の返却  

  乙は、本契約の履行に当たり甲（第１１項の規定により２以上の段

階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委

託元を経由して甲）から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴

い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終

了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記

録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、

焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、

若しくは廃棄しなければならない。この場合において、その処理した

結果を甲に書面により報告しなければならない。  

 

１４  法令等に違反した場合における契約解除等  

  甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反し

た行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約

解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。  

 

１５  本特記仕様書の遵守状況についての定期報告  

  甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いにつ

いて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に

対して定期的に報告を求めることができる。この場合において、甲が

本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、

乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく

甲に報告しなければならない。  

 

１６  監査等  

  甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は

検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監

査を実施することができる。乙は、当該監査のほか、個人情報保護委

員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を

求められたときは、速やかに協力しなければならない。  

 



参考様式１  

管理責任者等選任届出書  

年   月   日   

 （宛先）流山市長  

事業者  

所在 地   

名 称   

代表 者   

 

     年   月   日付けで締結した下記契約の履行に当たり、そ

の業務に関して知り得た個人情報の管理に関する責任者を以下のとおり

定めたことを届け出ます。  

記  

１  契約件名  

 

 

２  管理責任者  

（１）職氏名  

（２）所属部署  

（３）連絡先  

 

３  作業責任者（定めた場合に限る。）  

作業段階  職氏名・所属部署  

  

  

  

 

備考  宛先は、本件契約を締結する権限を有する者の職氏名となる（全

参考様式について同じ）。  

  例  市長から契約締結権限の委任を受けている者の職氏名  

    流山市上下水道事業管理者  など   



参考様式２  

情報管理台帳  

契 約 件 名   

管 理 責 任 者  氏名：  

帳 票 名  

（ファイル名）  

 

種 別 等  

□市から引き渡された個人情報  

→受領日（                   ） 

→受領者氏名（                 ） 

□自ら収集した個人情報  

→収集開始日（                 ） 

□複製（複写を含む。以下同じ。）した個人情報  

→複製日（               ）  

媒 体  □書面  □電磁的記録媒体（           ） 

本 人 の 数   

記 録 項 目  
 

 

複

製  

複 製 日   

複製物の数   本人の数   

記 録 項 目  
 

 

複 製 媒 体  □書面  □電磁的記録媒体（           ） 

使 用 者   

複 製 理 由   

市の承認日   

廃棄予定日   

返 却 ・ 廃 棄  

□返却（返却先                 ） 

→返却日（                   ） 

→返却を受けた市担当者（            ） 

□廃棄（裁断・溶解・焼却・粉砕・データ消去）  

→廃棄日（                   ） 

→市立会人（                  ） 



（裏面）  

持出使用記録  

月 日  使 用 者  
外 出  

時 分  

帰 所  

時 分  
外 出 先  

承

認  
理 由  

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

        
㊞  

 

 

備考  この台帳は、実際の帳票又はファイルごとに１票を作成すること

を想定している。  

  



参考様式３  

漏えい等事案報告書  

年   月   日   

 （宛先）流山市長  

事業者  

所在 地   

名 称   

代表 者   

 

     年   月   日付けで締結した下記契約の履行に当たり、そ

の業務に関して知り得た個人情報に係る漏えい等の事案が発生した（お

それがある）ため、以下のとおり報告します。  

記  

１  契約件名  

 

２  概要  

 

３  漏えい等が発生した（おそれがある）保有個人情報の項目  

 

４  漏えい等が発生した（おそれがある）保有個人情報に係る本人の数  

 

５  原因  

 

６  二次被害又はそのおそれの有無及びその内容  

 

７  再発防止のための措置  

 

８  その他参考となる事項  

 

 

 

備考  記載に当たっては、報告をしようとする時点において把握してい

るものに限る。   



参考様式４  

目的外利用・提供の承諾申請書  

年   月   日   

 （宛先）流山市長  

事業者  

所在 地   

名 称   

代表 者   

 

     年   月   日付けで締結した下記契約の履行に当たり、そ

の業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために

利用（提供）したいため、その承認について以下のとおり申請します。  

記  

１  契約件名  

 

 

２  利用（提供）の概要  

（１）利用（提供）の内容  

 

（２）個人情報の内容  

 

（３）理由  

 

（４）安全管理上講ずる措置  

 

 

 

備考  通常、目的外に利用・提供することは想定されないため、なぜそ

のようなことをするのか、そして、どのような個人情報を、何の目

的で内部利用し、又は誰に外部提供し、これによって、どのような

効果があるのか。また、これに伴う個人情報の漏えい等対策はどう

講じるのか。市が承認するに足りる内容を申請書に記載することが

求められる。   



参考様式５  

再委託承認申請書  

年   月   日   

 （宛先）流山市長  

事業者  

所在 地   

名 称   

代表 者   

 

     年   月   日付けで締結した下記契約の履行に当たり、そ

の業務に関して知り得た個人情報の取扱いを含む業務の一部を第三者に

委託したいため、その承認について以下のとおり申請します。  

記  

１  契約件名  

 

２  委託先の事業者（所在地、名称、代表者名）  

 

３  委託する業務内容  

 

４  委託する理由  

 

５  委託先が取り扱う個人情報の内容（記録項目、本人の数、媒体等）  

（１）引き渡す個人情報  

（２）委託先が収集する個人情報  

 

６  委託期間  

 

７  委託先と締結する契約書（ない場合はその理由）  

  別添のとおり  

 

備考  委託先と締結する契約書には、本特記仕様書の添付がされている

か確認すること。  

  



参考様式６  

複製等承認申請書  

年   月   日   

 （宛先）流山市長  

事業者  

所在 地   

名 称   

代表 者   

 

     年   月   日付けで締結した下記契約の履行に当たり、そ

の業務に関して知り得た個人情報を複製（複写）したいため、その承認

について以下のとおり申請します。  

記  

１  契約件名  

 

 

２  複製（複写）が必要な理由  

 

 

３  複製（複写）する個人情報の内容（記録項目、本人の数等）  

 

 

４  複製（複写）する媒体、部数  

 

 

５  複製（複写）した個人情報の使用方法  

 

 

６  廃棄予定日  

 

 

備考  情報管理台帳に複製（複写）について記録後、複製（複写）した

個人情報について新たに情報管理台帳を作成すること。   



参考様式７  

個人情報の返却・廃棄報告書  

年   月   日   

 （宛先）流山市長  

事業者  

所在 地   

名 称   

代表 者   

 

     年   月   日付けで締結した下記契約の終了（解除）に伴

い、その業務に関して知り得た個人情報を処分したため、以下のとおり

報告します。  

 なお、この報告に係る処分をもって、当該契約の業務に関して知り得

た個人情報は、全て処分したことになります。  

記  

１  契約件名  

 

 

２  処分する個人情報の帳票名（ファイル名）  

 

 

３  処分方法  

 □  返却（返却先                       ）  

 □  廃棄（裁断・溶解・焼却・粉砕・データ消去・（       ））  

 

 

４  処分年月日  

 

  



参考様式８  

承諾（不承諾）書  

年   月   日   

 

         様  

 

流山市長         印   

 

 

     年   月   日付け              承諾申請書

により申請のあった個人情報の取扱いについては、下記のとおり承諾（不

承諾）したことを通知します。  

記  

１  契約件名  

 

 

２  申請内容（個人情報の取扱い）  

 □  目的外利用（提供）  

 □  再委託等  

 □  複製（複写）  

 

３  承諾の可否  

 □  可（承諾）  

 □  不可（不承諾）  

 

４  承諾条件（承諾の場合に限る。）  

 □  本特記仕様書の内容をすること。  

 □  提供先に本特記仕様書に相当する安全管理上の措置を講じさせる

こと。  

 □  委託先との契約内容に本特記仕様書の内容を盛り込むこと。  

 

４  理由（不承諾の場合に限る。）  

 


